
 ＜お知らせ＞ 
  

  

 新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するための措置として、次の

内容を、全県立高等学校及び中等教育学校に通知しています。 

 

○令和２年３月２日（月）は、休業日とすること。 

 

〇令和２年３月３日（火）に、各校において、生徒への説明を

実施し、臨時休業に入るに当たっての、今後のスケジュール

並びに生活上及び家庭学習上の諸注意を与え、４日（水）か

ら、臨時休業とする。 

【新型コロナウイルス感染症関連】 

県立高等学校及び中等教教育学校における一斉臨時休業に

ついて 


